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問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせフリーダイアルフリーダイアルフリーダイアルフリーダイアル 0120－－－－711－－－－656（ JCRSU・臨床研究コールセンター） 

第一期（2010年 10月 1日募集開始～2011年 3月末日募集締め切り）支援対象 

慢性骨髄性白血病慢性骨髄性白血病慢性骨髄性白血病慢性骨髄性白血病 

下記は、募集要項の抜粋です。詳細は上記コールセンターでお知らせします。対象となるかもしれない方、

わずかな金額ですが、是非お問い合わせになり治療継続の一助にしてください。 

 

他の血液がん、あるいは下記条件よりもやや収入が高いものの治療費の生活圧迫が辛いと感じておられ

る方、2011年 4月からは支援対象を拡大できるよう工夫していきますので、着目していてください。 

（下記は募集要項より抜粋です ―募集要項は、コールセンターに電話し郵送を依頼します） 

対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方のののの条件条件条件条件 

① 慢性骨髄性白血病と診断されており、1年以上の治療を受け、現在も治療が必要な状態であること 

② 70歳未満であること 

③ 経済的な事情により、治療の継続が困難な状態であること 

� 指標（下記の全ての指標に該当すること） 

� 世帯（同居、別居に関わらず生計を一にする家族）の 2009年の所得の合計が 132万円未満であ

ること。なお、対象となる患者さんが世帯の主たる生計者である必要はありません。 

※ 「所得」とは税務上の所得金額を指し、給与所得者の給与支給額などとは異なります。所得

金額を確認するには以下の方法があります。 

・給与所得者の方：2010年 1月頃に会社から送付された 2009年の源泉徴収票の「給与所得控除  

後の金額」の欄に記載されている金額 

・個人事業主、年金受給者など、2009 年の確定申告を行った方：確定申告書（A、B とも）第 1

表の「所得金額」の合計欄に記載されている金額 

� 高額療養費制度において所得区分が「一般」に該当すること 

助成助成助成助成のののの内容内容内容内容 

医療費助成は月ごとの申請に基づいて行われます。高額療養費制度を利用して、前月の医療費自己負担が

44,400円以上となった場合、2万円を原則翌月中にご指定の口座に振り込みます。  

                                 ・・・、応募要項の一部です。 

                支援基金への寄付募集 

いま集まっている資金に限りがあることから、対象を慢性骨髄性白血病のみで収入上限もかなり低く抑え

てお分けることになります。しかし他の条件であっても月 44,400円が生活感にとって厳しい方もたくさん

おられるはずです。支援対象を広げられますよう、資金の拡大にご協力ください。 

         三井住友銀行 高田馬場支店 普通口座 ４５８６３１４  

口座名  特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ 


